
使用上の注意 

 

『ばらシンボルマーク』は見る人にその趣旨や意図するところを伝える有効な手段です。 

注意事項に留意の上，各種活動に広く活用してください。 

 

☆使用承認申請は，１件（又は１物品）ごとに行ってください。 

☆世界バラ会議推進室にある「清刷」や作図法を元に使用してください。 

☆必要に応じて拡大，縮小することは可能ですが，均等になるようにしてください。 

☆重複，鏡像で使用しないで下さい。また，各部分の大きさ，バランスを変えないでくだ

さい。 

☆カラー３色で使用する場合は，必ず指定の色（緑，赤，ピンク）を使用してください。 

☆マークの独立性と品位を 

損なわないため，マーク 

の周囲（指定領域内）に 

他の表示や図形などを表 

現してはいけません。 

 

 

 

      マークの領域 

     （    枠内） 

 

 

 

 

☆マークの周囲（領域外）に，他の表示や図形を入れる場合は，マークとそれらの間に， 

 「ばらのまち福山」のＰＲにつながる文字を入れ，または，使用者のマークと間違われ 

 ないように配慮してください。 

 

 例 「○○○はばらのまちづくりに協力しています。」 

   「このマークは福山市のばらのシンボルマークです。」 

   「１００万本のばらのまちづくりに協力しましょう。」 

 

☆一般使用の場合，イベントや印刷物などに使用する場合は，市の協賛行事や印刷物に間

違われないように配慮してください。 

☆看板，壁画等の場合は，イメージ管理のため，４～５年過ぎたら再申請してください。 
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使用の制限 

 

『ばらシンボルマーク』のイメージを損なわないために，次のような場合にはその使用

を制限することがあります。 

 

☆公序良俗に反するなど，「ばらシンボルマーク」使用の趣旨になじまないと考えられる場

合。 

 

☆「ばらのまち福山」のＰＲではなく，営利目的のためだけと考えられる場合。 

 

☆選挙運動，布教活動等を助長する恐れがある場合。 

 

☆自己のマーク，商標または意匠に相当するものとして，占有的な使用がなされる恐れが

ある場合。 

 

☆その他「ばらシンボルマーク」の使用が福山市のイメージダウンにつながる恐れがある

場合。 


